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 授  業  

● セメスター(学期） 

   本学の授業は、1 年間を二つのセメスターに分け、それぞれを前期・後期と表記しています。詳

しい日程については、各セメスターの履修ガイダンスで渡される『年間行事予定（学事日程）表』

を参照してください。 

    年間の行事予定（学事日程）については、やむを得ない理由により変更する場合があります。変

更の際には、掲示板又は後期ガイダンス時に配付する『後期行事予定（学事日程）表』で確認をし

てください。 

 

● 授業時間                      

  本学における授業時間は次のとおりです。通常授業は 90分ですが、二つ以上の時限を連続で 180

分等の授業を行う実験・実習科目もあるので、ガイダンスで配付する時間割で確認してください。 

時 限 時 刻 

1時限 9:00 ～10:30 

2時限    10:40～12:10 

3時限    13:00～14:30 

4時限    14:40～16:10 

5時限    16:20～17:50 
  

● 休 講                       

本学の授業科目担当教員にやむを得ない事情が生じた場合には休講となる ことがあります。  

授業個別の休講情報は教員から連絡があり次第、すぐに掲示板に貼り出し、Web ポータル

（https://portal.hagoromo.ac.jp/）に「休補講情報」に登録します。  

自分が履修している科目の休講情報は、「休補講情報」に掲載されます。  

 

 【Webポータル「休補講情報」確認の手順】※スマートフォンからも確認できます。  

 1) ブラウザより直接 URLを入力します。 URL： https://portal.hagoromo.ac.jp/ 

または、 

羽衣国際大学ホームページの「在学生の方へ」をクリックし、学修支援「Webポータル」の 

バナーをクリックします。  

2) Webポータルにログインします。  

3)「休補講情報」（画面左）をクリックします。 

4) 自分が履修している授業の休講情報が初期表示されます。 

※新着の休講情報がある場合は、バナー（画面上部）やマイスケジュールに表示されます。 

※休講掲示が無いにも関わらず、授業開始時刻から 30 分以上経過しても担当教員 が教室に来ない

場合は、教学センターに連絡しその指示に従ってください。  

※暴風警報・特別警報及び交通機関の運休等による休講については次頁の様になります。 

https://portal.hagoromo.ac.jp/
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１ 「特別警報」について 

気象庁は、平成 25 年 8 月 30 日から「特別警報」の運用を開始しました。これは、予想される現象が特

に異常であるため、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告する新しい防災情報です。特別警

報が出た地域は、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発

表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、直ちに命を守るための行動を取ってください。 

○気象庁ホームページ(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/) 

 

２ 「暴風警報」・「特別警報」発令時の取扱いについて 

「暴風警報」、「特別警報」が発令された場合、次のように取り扱います。 

休講措置を取った場合の補講については、別途掲示します。 

堺市又は泉州区域㊟に暴風警報

又は特別警報が発令中の場合) 

午前７時現在警報発令中 午前中休講(全学生) 

午前 10時までに解除された場合 午後から平常授業(全学生) 

午前 10時現在警報発令中 終日休講(全学生) 

堺市又は泉州区域以外㊟に暴風

警報又は特別警報が発令中の場

合、当該市町村又は区域に居住す

る者に対して事務局で手続を行っ

た場合には右記の扱いをします。 

午前７時現在警報発令中 
受講する午前中の授業は公欠

扱い(居住者のみ)※ 

午前 10時までに解除された場合 
受講する午後からの授業は平

常授業(居住者のみ) 

午前 10時現在警報発令中 
受講する当日の授業全て公欠

扱い(居住者のみ)※ 

警報解除後安全を確認した直後に移動を開始し、１時限目の開講時に間に合わない遠隔地より登学し

ている場合には、登学直後に)教学センター教務支援課での手続きを行うことにより(登学時刻を記録し

ます。)遅刻の取り消し措置又は公欠(30分以上遅刻の場合)の扱いとなります。※ 

※ 授業中に警報が発令された場合には、適宜指示(掲示・放送等)を行います。なお、「特別警報」が

発令された場合は、直ちに休講措置とすることを原則とします。 

※ 休講に関する周知方法については、本学ホームページ又は休講掲示板、Webポータルでお知らせし

ます。 

《安全確保に対する判断基準》 

自然災害に際しての、危険性の判断については、各種公共交通機関の判断に合わせることとします。 

㊟警報発令細分区域(二次細分区域)に含まれる市町村の一覧(大阪管区気象台) 

大阪府 

北大阪 
豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、三島郡(島本町)、 

豊能郡(豊能町、能勢町) 

東部大阪 
守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、 

四條畷市、交野市 

大阪市 大阪市 

南河内 
富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、 

南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村) 

泉州 
堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、 

阪南市、泉北郡(忠岡町)、泉南郡(熊取町、田尻町、岬町) 

※ 食物栄養学科の学生については「公欠」の扱いをしませんが、必ず教学センター教務支援課へ届け

出てください。 

 

３ 自然災害やストライキ等によって交通機関が運休している場合 

事   態 事   項 措  置 

南海電鉄本線・ＪＲ阪和線の両方が運

休している場合 

午前７時時点で運休 午前中休講 

午前 10 時までに運休

解除 

午後から平常授業 

午前 10 時時点で運休

中 

終日休講 

 


